
 

 お 知 ら せ  

 

令和４年３月２２日 

京 丹 後 市 役 所  

 

 

 

在日米軍が新型コロナ対策として実施していたマスク着用の義務化について、３月

１４日に解除されたことが明らかとなったことを受け、米軍経ヶ岬通信所における感

染拡大防止のためのマスク着用の徹底について、本市からの要請を在日米陸軍司令官、

米軍経ヶ岬通信所司令官、近畿中部防衛局長に対して行いましたのでお知らせいたし

ます。 

 

 

 

（送信資料：３ 枚 本票含む） 

 

以上 

 

 

 

 

 

○京丹後市総務部総務課基地対策室 

TEL 0772-69-0012／FAX 0772-76-0018 



令和４年３月２２日 

在日米陸軍司令官、米国陸軍少将 

 ジョエル Ｂ.ヴァウル   様 

米軍経ケ岬通信所司令官 

ロバート Ｗ.エリオット 様 

 

京丹後市長 中山 泰 

 

 

米軍経ケ岬通信所内における引き続きのマスク着用徹底について－要請－ 

 

 

 日ごろは、京丹後市の安全・安心のまちづくりにご理解とご協力をいただき、感

謝申し上げます。 

 

さて、林芳正外務大臣の 3 月 18 日の記者会見にて、在日米軍が新型コロナ対

策として実施していたマスク着用の義務化が３月１４日に解除されたことが明らか

となり、また、その後の経過等の中、3 月 18 日以降は基地内であっても日本人従

業員と接触する際はマスク着用を推奨する方針に変更したとお聞きしているとこ

ろです。 

このような中、京都府域において新型コロナまん延防止等重点措置が昨 21 日

で終了いたしましたが、引き続き、現在も、特措法第２４条第９項により日本側事業

所等に対して業種別ガイドラインの遵守を含むコロナ対策のための必要な要請等

がなされているとともに、当市において新型コロナ感染者数は一時に比べ減少傾

向にありますが依然、連日、複数の感染者が報告されている状況にあることから、

引き続き感染拡大防止の徹底のため、当市として、市民に対して、マスク着用の徹

底はじめ必要な感染対策をお願いしているところです。 

つきましては、“事業所等でひろげない”ための日本側地域社会の事業所等に対

する要請等に準じつつ、基地内における日本人従業員等及び基地外での地域住民

等への感染リスクの一層の軽減のため、下記について徹底を要請いたします。 

 

記 

 

１ 米軍経ケ岬通信所におけるマスク着用の徹底を図ること。 

 

 

以上 

 

 

 



令和４年３月２２日 

近畿中部防衛局長 

 竹内 芳寿  様 

 

京丹後市長 中山 泰 

 

 

米軍経ケ岬通信所内における引き続きのマスク着用徹底について－要請－ 

 

 

 日ごろは、日本の安全と防衛、安全保障など崇高な任務に御精励され、敬意を深

くします。 

 

さて、林芳正外務大臣の 3 月 18 日の記者会見にて、在日米軍が新型コロナ対

策として実施していたマスク着用の義務化が３月１４日に解除されたことが明らか

となり、また、その後の経過等の中、3 月 18 日以降は基地内であっても日本人従

業員と接触する際はマスク着用を推奨する方針に変更したとお聞きしているとこ

ろです。 

このような中、京都府域において新型コロナまん延防止等重点措置が昨 21 日

で終了いたしましたが、引き続き、現在も、特措法第２４条第９項により日本側事業

所等に対して業種別ガイドラインの遵守を含むコロナ対策のための必要な要請等

がなされているとともに、当市において新型コロナ感染者数は一時に比べ減少傾

向にありますが依然、連日、複数の感染者が報告されている状況にあることから、

引き続き感染拡大防止の徹底のため、当市として、市民に対して、マスク着用の徹

底はじめ必要な感染対策をお願いしているところです。 

つきましては、“事業所等でひろげない”ための日本側地域社会の事業所等に対

する要請等に準じつつ、基地内における日本人従業員等及び基地外での地域住民

等への感染リスクの一層の軽減のため、下記のとおり、貴職に対し、これを要請し、

速やかな対応を求めます。 

 

記 

 

１ 米軍経ケ岬通信所におけるマスク着用の徹底を図ること。 

 

 

以上 

 


